
第2期神河町地域創生総合戦略（概要版）

Ⅰ 総合戦略策定の背景

本町では、平成27年（2015年）に、人口ビジョン・第1期地域創生総合戦略を策定し、人口減

少カーブの緩和、令和2年（2020年）10,800人の達成のために、戦略的かつ総合的に取組みを

進めてきました。

その結果、平成25、26年と40人台まで減少した出生数を平成27年70人、平成28年71人と目標

数値80人に近いところまで回復させるなど、一定の成果を上げることができました。

しかしながら、出生数は平成29年以降再び50人台まで減少し、転出超過の傾向（転出者が転入

者を上回ること）も続いており、人口の減少は今後も続くと予想されます。

人口の減少は、地域のコミュニティ活力の低下や企業の人手不足など様々な影響を町に及ぼす

と考えられ、財源や人員が限られる中、今後も切れ目のない地域創生を戦略的に進めていきま

す。

Ⅵ 第1期総合戦略の検証（アンケート調査分析）
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●人口の減少と高齢化

＜総合戦略を踏まえた今後の人口目標（人口ビジョン）＞
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本町では、希望の持てる出産・子育てサポートなど各種取組みによる出生率の回復、さらに企

業誘致等町内での仕事づくり、20歳以上の転出超過の抑制に取組み、令和42（2060）年度の

人口目標として、社人研推計を約1,000人上回る「5,463人」を目指します。

●本町の目指すべき方向

＜加重平均による満足度・重要度の２軸分析＞

令和元（2019）年11月、満18～49歳の町民300人を対象にアンケートを行い（回答者

151人 回収率50.3%）、第1期総合戦略の取り組みについての満足度、及び今後の重要度

を聞きました。

取り組みの満足度については、「魅力ある観光地づくりと情報発信」や「防災環境の向

上」で高い一方、「就労機会の拡大」や「企業誘致等の推進」で不満が高い状況です。

今後の重要度については、「安心して子どもが出産・子育てできる環境の構築」や「住み

たくなる居住環境の整備」、「就労機会の拡大」で高くなりました。

●調査概要

●調査結果

※結果の詳細は第2期神河町地域創生総合戦略本編参照
（2060年人口目標 推計の設定条件）

① 合計特殊出生率が2060年に2.00になるよう段階的に増加させる

② 生残率（各5歳きざみの年齢の人口が、5年後の年齢に達するまで生き残る生存率）は社人研

「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」に基づく

③ 20歳代以上の転出超過が０になる

※詳細は第2期神河町人口ビジョン本編参照

「第2象限」（色塗り部分）は、町民ニーズの重要度は高いものの満足度が低く、今後施策の拡充が
望ましく、重点的に取り組むべき領域となります。 ※社人研：国立社会保障・人口問題研究所
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第2期神河町地域創生総合戦略（概要版）
Ⅱ 総合戦略の主旨

総合戦略は、第2次神河町長期総合計画に位置づける各施策の中の、特に定住人口確保のため、
総合的かつ戦略的に神河町のまち・ひと・しごと創生に向け、取り組みを推進していくもので
す。

●位置付け

本総合戦略の計画期間は、令和2（2020）年度～令和6（2024）年度の5年間とします。

●計画期間

第１期地域創生総合戦略の検証結果を活かし、切れ目のない地域創生を進めるため、第2期神
河町地域創生総合戦略を策定します。

●策定の目的

Ⅲ 現状と課題

人口減少によって、人手不足や後継者不足により地域経済の規模縮小が懸念されるほか、生産
年齢人口（15～64 歳）の減少は、税の減収や地域活動の維持が困難になると考えられます。

●人口減少・少子高齢化への対応

本町の合計特殊出生率 は、平成27（2015）年には1.52程度となっており近年上昇傾向ではあ
るものの、昭和60（1985） 年前後が約2.00程度であったことを考えると低い数値となってい
ます。また、25 歳から34 歳の未婚率は増加を続け、近年では男性が60％、女性が50％を超
えており、晩婚化が進んでいます。

●自然増減に対する対応

減少カーブをゆるやかにするための施策が重要となります。

出生数の減少は、人口に直接関係することから、若い男女の結婚に向けた支援や子どもを産み
育てやすい環境づくりが重要です。

●社会増減に対する対応

年代別・性別に社会動態をみると、男女ともに10代前半から30歳代後半にかけて転出超過と
なっており、若者が流出しています。特に女性は、20歳代後半から30歳代にかけて転入超過に
なっていた傾向が2005年以降に転出超過に転じており、改善傾向はあるものの、地元に戻って
来なくなっています。

若年女性の減少は、出生率の低下による自然減につながり、総人口の減少に拍車をかけること
につながります。このため、転出超過の縮小を図るとともに、特に若年層の定着やUターンに
より、地元定着や地元回帰を誘導することが重要です。

生産年齢人口は全体的に減少傾向にあり、特に第2次産業の減少割合が大きくなっています。

●生産年齢人口（15～64歳）の対策

生産年齢人口の減少は、地域産業の衰退や事業後継者不足による地場産業の廃業につながり、
人口減少と経済縮小の、負のスパイラルに陥る恐れがあることから、地場産業を活かした就業
機会の確保や魅力のあるしごとづくりなどにより、労働力を確保し、生産年齢人口の減少に歯
止めをかけることが重要です。

Ⅳ 総合戦略４つの基本目標

基本目標①「豊かな自然を活かし、安定したしごとを創造する」

• 本町の地域特性である、清流や高原といった豊かな自然環境、大都市からもアクセス良好な
位置にある優位性を活かし、これまで町の発展を支えてきた、農林業や商工業の維持・発
展・強化を図るとともに、魅力ある観光地づくりや地域ブランドの確立、さらには新規創業
の支援等による新産業の創造に努めます。

• 地域特性を生かした企業誘致を進めるとともに、リーダー・キーマンとなる起業人の発掘・
誘致を進めます。

• 本町の優れた自然環境や先人の歩みなど、地域の歴史・文化や魅力を積極的に町内の子ども
たちに伝え、地域愛の醸成に努め、将来のＵターンを誘導します。

• 本町での勤務や滞在、大学連携や木造インターンシップ事業、田舎暮らし体験など、さまざ
まな地域づくり活動へ参加される方々に向け、町の魅力を伝え、関係人口として、繰り返し
来訪したいという関係に発展するよう努めます。

• ＵＪＩターン者はもちろん、全ての人が、神河町に住んでみたい、住んで良かったと思える
ような居住環境の形成・まちづくりを進めていきます。

基本目標③「希望をもって結婚・出産・子育てできる社会を実現する」

• 第1期総合戦略に引き続き、結婚・出産・子育てしやすい環境を充実していきます。
• 就労と子育てが両立できる環境整備のため、保育士の確保や一時預かりサービスを充実させ

ると共に、病児・病後児保育サービスなど安心して子育てできる環境整備に努めます。

• 地域協議会の設置、新たな拠点づくりなどにより、高齢者や子どもたちがふれあい、安心し
て生きがいのある暮らしを続けられる地域づくりや、防災リーダーの育成、病院ドクター等
の地域巡回講座の開催など、安全で、安心できる暮らしを創造します。

Ⅴ 総合戦略の管理・推進体制

積極的に住民や大学、NPO団体や民間企業等と連携し、ノウハウを取り入れ、事業手法の検討
等、効果的かつ効率的な行政サービスの提供に努め総合戦略を推進します。

●住民との連携や民間活力の活用

庁内各課にわたる総合戦略に掲げる事業の進捗管理について、戦略担当課を中心に検証作業を
行い、毎年、施策におけるKPIの達成状況をとりまとめ、神河町地域創生戦略会議・神河町議
会にて報告・点検・検証します。

●PDCAサイクル

企業誘致のための用地確保、起業人・法人の発掘と誘致、創業促進事業、地場産業支援など

若者世帯向け住宅施策の継続、Uターンにつながる地域愛の醸成、就業支援、空き家活用、
外国人就労の受入れ環境整備、関係人口の誘導など

基本目標②「地域の魅力を高め、交流から関係、そして定住へとつなげる」

認定こども園の整備、保育士の確保、病児病後児保育の実施、縁結び事業、シングルマザー
支援、希望の持てる出産・子育てサポートなど

基本目標④「安心して過ごせる豊かな暮らしを創造する」

地域協議会の設置、集落支援員の増員、地区防災計画作成と防災リーダーの育成支援、病院
ドクター等の地域巡回講座の実施など


